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 事 務 連 絡 

令和８年３月 30 日 

各都道府県防災担当主管部局 

保健医療福祉調整本部ご担当部局 御中 

 

内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難支援担当）付 

厚生労働省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室 

 

 

大規模災害時における 

「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」の活用について（周知） 

 

平素より防災及び災害対応に御尽力・御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

大規模災害時における「災害時保健医療福祉活動支援システム（以下「D24H」

という。）」の活用については、「大規模災害時における「災害時保健医療福

祉活動支援システム（D24H）」の活用について（周知）」（令和７年３月25日

付け内閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付及び厚生労働

省大臣官房厚生科学課災害等危機管理対策室連名事務連絡）において、D24H運

用要領をお知らせしたところです。 

 今般、保健所現状報告システムが D24H に統合されること等を踏まえ、D24H 運

用要領を一部改正しました。今回改正の D24H 運用要領は令和８年４月１日から

適用するものです。貴管下内の市町村及び関係団体・機関等への周知をお願い申

し上げます。 

なお、本事務連絡の施行に伴い「大規模災害時における「災害時保健医療福祉

活動支援システム（D24H）」の活用について（周知）」（令和７年３月 25 日付け内

閣府政策統括官（防災担当）付参事官（避難生活担当）付及び厚生労働省大臣官

房厚生科学課災害等危機管理対策室連名事務連絡）は廃止します。 

 

 

  （照会先） 

厚生労働省大臣官房厚生科学課 

災害等危機管理対策室 川名、野中、小岩井 

電話番号：03-3595-2172（直通） 

メールアドレス：kikishitsu@mhlw.go.jp 
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（別添）D24H 運用要領 

 

１．都道府県保健医療福祉調整本部を通じた災害対応 

 ○ 大規模災害時においては、都道府県の災害対策本部の下に、保健・医療・

福祉支援の司令塔である「保健医療福祉調整本部」を設置し、関係機関との

連携、情報収集・分析、保健医療活動チームの派遣調整等を一元的に実施。 

 

２．災害時保健福祉医療活動支援システム（D24H）による災害時の支援 

〇 災害における保健・医療・福祉に関する厚生労働省個別システム及び新総 

合防災情報システム（SOBO-WEB）と情報連携し、保健・医療・福祉に関する

情報と他省庁の情報（浸水域・道路啓開情報等の災害情報）を迅速・リアル

タイムに集約。 

 ○ 集約した情報を整理・分析するとともに、これらの情報を一元的に地図上

で可視化可能。 

〇 保健医療福祉調整本部における迅速かつ効果的な意思決定（保健医療福 

祉活動チームの派遣、物資支援等）を支援。 

 

３．D24H が連携する保健医療福祉関係システム 

分類・名称 対象施設 概要 

医療 

EMIS 

（広域災害救急医

療情報システム） 

医療施設 災害時における医療機関の活動状況など、災害医療

に関わる情報を収集・提供し被災地域での迅速かつ

適切な医療・救護活動を支援するシステム。  

介護 

災害時情報共有シ

ステム 

入所施設、

居住系サー

ビス事業所 

災害時における介護施設・事業所の被害状況を国・

自治体が迅速に把握・共有し、被災した介護施設・

事業所への適切な支援につなげるシステム。 

障害 

災害時情報共有シ

ステム 

障害者支援

施設等・児

童福祉施設 

災害時における障害者支援施設・児童福祉施設等の

被害状況等を国・地方公共団体等が迅速に把握・共

有し、被災施設等への迅速かつ適切な支援（停電施

設への電源車の手配等）につなげるシステム。 
子ども 

災害時情報共有シ

ステム 
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新総合防災 

情報システム 

（SOBO-WEB） 

- 災害情報を地理空間情報として共有するシステム。

省庁、地方自治体、指定公共機関といった災害対応

機関が被災状況等を早期に把握・推計し、災害情報

を俯瞰的に捉え、被害の全体像の把握を支援するこ

とを目的としている。 

災害対応機関が共有すべき特に重要な災害情報を

定めた災害対応基本共有情報（EEI）を軸に情報を集

約する。インフラ、気象情報、道路通行実績等のと

いった各機関が収集した災害情報を地図化して

SOBO-WEB 上で共有。 

※避難所の公衆衛生等及び保健所の情報は、D24H に搭載 

※令和８年４月１日から、災害保健情報システム（※）の内、保健所現状報告シ

ステムが D24H に統合。D24H のログイン ID 及びパスワードは、システム移管

に係る一時的な措置として、災害保健情報システムと自動同期するが、セキ

ュリティ保持の観点から、一方のパスワードを変更しても自動的にもう一方

には反映されない。ついては両システムそれぞれでの管理をお願いしたい。  

なお、令和８年４月１日以降の各システムのログイン ID 及びパスワードに関

するお問合せは、D24H は D24H 事務局（本事務連絡の６各種照会連絡先のとお

り）、災害保健情報システム（※）は次の DHEAT 事務局。 

 （DHEAT 事務局） 

  一般財団法人日本公衆衛生協会 健康危機管理支援部  

・TEL：03-3352-4283 

・E-Mail：dheat@jphakenkoukiki.mhlw.go.jp / dheat@jpha.or.jp 

（※）保健所現状報告システムの D24H への移管に伴い、令和８年４月１日

から、「災害保健派遣調整システム」に名称変更予定。 

 

４．集約した情報の活用 

（1）活用主体の範囲 

D24H を活用する機関等については、「大規模災害時の保健医療福祉活動に係

る体制の強化について」（通知）等を踏まえて以下のとおり設定。 

① 国の機関 

厚生労働省職員（大臣官房厚生科学課、医政局地域医療計画課、医政局看

護課、医政局歯科保健課、医政局医療経営支援課、健康・生活衛生局健康課、

健康・生活衛生局がん・疾病対策課、健康・生活衛生局感染症対策部感染症

対策課、医薬局総務課、労働基準局安全衛生部計画課、社会・援護局総務課、

社会・援護局福祉基盤課、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課、老健局
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高齢者支援課、老健局老人保健課）、内閣府（防災担当）、他省庁の職員（経

産省、国交省、農水省等） 

※他省庁へのアカウント付与は、令和８年度中に実施予定。 

 ②地方自治体の職員等 

   保健医療福祉調整本部所管部局に関連する部局の県庁の職員（防災担当

部局、医務主管課、保健衛生主管課、薬務主管課、精神保健主管課、民生主

管課）、統括 DHEAT、保健所の職員、災害医療コーディネーター、災害薬事

コーディネーター、災害時小児周産期リエゾン、市区町村の職員（保健・医

療・福祉分野の専門職） 

   ※これまでの都道府県、保健所に加えて、市区町村へのアカウント付与を

令和８年３月から実施中 

 ③保健医療福祉活動チーム等 

別紙１、その他災害対策に係る保健医療福祉活動を行うチーム、災害中間

支援組織（JVOAD） 

※このうち、令和８年４月１日から厚生労働省に設置される厚生労働省保

健医療福祉調整本部支援チームを構成する保健医療福祉活動チーム等は、令

和８年４月１日以降に各保健医療福祉活動チーム等の事務局に対しアカウン

トを付与予定。これとは別に、被災都道府県に派遣される保健医療福祉活動

チーム等に対しては、都道府県、保健所、市区町村から子アカウントを発行

すること（本方法については、別途のマニュアルを確認すること） 

 

(2)活用方法 
①D24H を活用した意思決定（例） 

ア 各種保健医療福祉活動チームによる支援先への派遣調整支援。  

    ⇒派遣先、派遣するチームの決定 

    ⇒SOBO-WEB より入手した通行止め情報等、循環ルートの設定に必要な

情報の提供 

イ 各種保健医療福祉活動チームの派遣要請 

    ⇒とるべき対策の種類、量を算出し、必要チームを算出 

ウ 避難所生活環境を評価し、とるべき対策を決定 

⇒トイレ、食事、パーティション・簡易ベッド・入浴の確保・調整 

   

 ②D24H 活用の効果：「集計」・「報告」にかかる業務負担の軽減 

ア 迅速かつリアルタイムな情報集約 

    ⇒医療機関係るシステム（EMIS）、社会福祉施設（高齢者、障害者、子

ども）に係るシステム（災害時情報共有システム）、災害情報を地理
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空間情報として共有するシステム(SOBO-WEB※内閣府防災を経由し

た他省庁システムの情報を集約)との自動連携 

⇒避難所の公衆衛生等情報、保健所情報は D24H で入力 

イ 保健医療福祉調整本部や現場（市区町村・保健所など）の集計・報告の

負担軽減 

⇒ 避難所の公衆衛生等情報、保健所情報は、現場でスマホ等から直接

報告。 

⇒ 本部はボタン一つで集計。 

ウ 各種集計結果等の資料化による負担軽減（今後開発予定） 

⇒ 集約した情報をそのまま会議資料として活用できるよう加工（資料 

化）することにより、更なる事務負担の軽減 

 

５．災害発生時の D24H の稼働 

 ・ 災害救助法の適用のあった災害については、要請の有無を問わず、厚生労

働省から各都道府県防災担当主管部局及び保健医療福祉担当主管部局宛

てに、D24H が稼働する旨（入力方法、URL、災害コード、連絡先等）の事

務連絡を発出。（参考資料内「令和７年 11 月 18 日大分市佐賀関の大規模

火災に伴う災害対応における「災害時保健医療福祉活動支援システム

（D24H）」の活用について」（令和７年 11 月 18 日付け厚生労働省大臣官

房厚生科学課災害等危機管理対策室事務連絡）参照）。 

※上記の他、被災自治体等からの要請に応じて D24H を稼働させる場合があ

る。 

 

・ その後、都道府県から市区町村、保健医療福祉活動チーム等の避難所の

公衆衛生等情報等の入力者及び、集約した情報の活用主体となる関係者

宛てに周知。 

 

・ 厚生労働省から発出される当該事務連絡の別添「D24H Survey 避難所情報

送信の仕方」をご参照いただき、D24H Survey に入力。 

 

６．各種照会連絡先  

各種照会にかかる連絡先は以下のとおり。 

 メールアドレス：contact@d24h.mhlw.go.jp 

電話番号：03-5990-2967 

（受付時間：平日 10:00～17:00／土・日・祝日・年末年始を除く） 
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(別紙 1)  

・日本公衆衛生協会（DHEAT、保健師等チーム） 

・国立健康危機管理研究機構危機管理・運営局 DMAT 事務局（DMAT）  

・日本精神科病院協会 DPAT 事務局（DPAT） 

・日本看護協会（災害支援ナース） 

・日本医師会（JMAT） 

・日本赤十字社（救護班）  

・国立病院機構（医療班） 

・地域医療機能推進機構（医療班） 

・全日本病院協会（AMAT） 

・日本歯科医師会（JDAT） 

・日本薬剤師会（薬剤師チーム） 

・日本災害リハビリテーション支援協会（JRAT） 

・日本栄養士会（JDA-DAT） 

・労働者健康安全機構（医療救護班） 

・国立健康危機管理研究機構国際感染症センター国際感染症危機管理対応

推進センター/DICT 事務局（DICT） 

・日本透析医会（透析可能な医療機関情報） 

・全国社会福祉協議会（DWAT） 
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（以下、参考資料） 
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事 務 連 絡  

令和７年 11 月 19 日 

大分県 御中 

厚生労働省大臣官房厚生科学課 

災害等危機管理対策室 

 

令和７年11月18日大分市佐賀関の大規模火災に伴う災害対応における 

「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」の活用について 

 

 平素より、災害対策に御協力・御尽力賜り、厚く御礼を申し上げます。 

 令和７年 11 月 19 日付けで大分県大分市に災害救助法の適用が決定されたと

の報告を受けております。 

このため、「災害時保健医療福祉活動支援システム（D24H）」を活用し、迅速

な災害対応を図っていただきたく、以下、D24H の活用に必要な関係情報を送付

いたします。 

本件事務連絡につきましては、貴県の防災主管部局宛てにも適切に周知いた

だきますよう、併せてお願いいたします。 

 御不明な点等について、下記照会先に御連絡いただくようお願いいたします。 

 

【入力】 

URL：https://survey.d24h.mhlw.go.jp 

災害名：令和７年 11 月 18 日大分市佐賀関の大規模火災  

 災害コード：25486 

 

 

【閲覧】 

URL：https://www.d24h.mhlw.go.jp/ 

ID・パスワード：「災害保健情報システム」の ID とパスワードと同様 

 

【入力方法等】別添「D24H Survey 避難所情報送信の仕方」参照 

  
（照会先） 

厚生労働省大臣官房厚生科学課 

災害等危機管理対策室 

川名、野中、小岩井 

℡ 03-3595-2172（直通） 

※土日連絡先、別途提示 
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（参考資料） 
事務連絡の例 
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